
そもそも…成年年齢って何？

現在は、いずれの意味でも成年年齢は20歳
この成年年齢が18歳に引き下げられます！

① 一人で有効な契約をすることができる年齢
・ 未成年者は、父母の同意を得ずに契約をすることができない
・ 父母の同意のない契約は、取り消すことができる（未成年者取消権）

② 父母の親権に服することがなくなる年齢
・ 父母は、未成年者の保護、監督や教育をする義務があり、未成年者の
財産は 父母が管理する

成年年齢とは？
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成年年齢引下げにあたって、どういう課題があるの？

○ 未成年者取消権がなくなるため、18歳、19歳の若者
は、契約を取り消すことができなくなる

○ 18歳、19歳の若者は親権による保護の対象から
外れる

課題① 消費者被害が拡大するおそれ

課題② 自立に困難を抱える若者が困窮してしまうおそれ

若者の消費者被害が拡大するおそれ

ニートやフリーターなど、自立に困難を抱える
若者がますます困窮してしまう可能性
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ラストスパートとしての今後の取組

 TVCMの全国展開／Web広告による啓発動画の展開
 各種SNSで参加型の広報活動等も展開
 その他、地上波テレビ番組の制作・放映（1月16日）

 動画「1分で分かる成年年齢引下げ」を作成・公表予定
 全国の高校等において成年としての自覚を促す機会の提供を図る
 Web広告を活用した広報・周知も予定

 既存の内容に加え、「労働法規」「少年法」「著作権」等に関する章を追加
 「クイズ道場」等のコンテンツも追加予定

※ その他にも、種々の周知・広報企画を検討中

TVCM等を活用した大規模キャンペーン（1月～）

「大人への道しるべ」のダイジェスト動画による周知（12月～）

「大人への道しるべ」の内容拡充（１月～）




